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問 1

次ページの図は，我が国における沿岸漁船漁業を営む経営体の漁労収入，漁労支

出，漁労所得を示したものである。この図から分かることを 150 文字以内で述べなさ

い。

問 2

図の内容を踏まえて，我が国の沿岸漁船漁業を営む経営体の漁労所得の向上に必要

だと考えられることを，次の語句を全て用いて，400 文字以内で具体的に述べなさ

い。

語句：漁獲量，価格，雇用労賃，燃油費

注 1：沿岸漁船漁業とは，日帰りで操業できる程度の海域で行われる漁業であり，

10 トン未満の小型漁船を用いて行う漁業の総称である（養殖，定置，地びき

網を除く）。

注 2：漁労収入とは，沿岸漁業で漁獲した水産物を市場に水揚げする等して得た販

売金額の総額である。

注 3：漁労支出とは，沿岸漁業を行うためにかかる費用のことである。

注 4：漁労所得とは，漁労収入から漁労支出を差し引いた，その経営体の所得金額

である。

注 5：雇用労賃とは，漁業を行うために雇用したものへ支払う費用を指す。

注 6：燃油費とは，重油や軽油など漁業を行うための漁船の航行に必要な燃料の費

用を指す。
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図　我が国の沿岸漁船漁業経営体の漁労収入，漁労支出，漁労所得

資料：「水産白書令和 3年版」，水産庁，農林統計協会，2021 年を改編
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